
千葉県耕作放棄地再生推進事業補助金交付要綱 

 

令和元年５月１６日付け農振第２３６号 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、本県における耕作放棄地の再生・利用を図るため、千葉県耕作放棄地再

生推進事業実施要領（以下「要領」という。）に基づいて行う事業に要する経費について、

市町村に対し、予算の範囲内において、千葉県補助金等交付規則（昭和３２年千葉県規

則第５３号。以下「規則」という。）及びこの要綱に基づき補助金を交付する。 

 

（種目、経費及び交付単価） 

第２条 補助の対象となる事業（以下「事業」という。）の種目、経費及びこれらに対する

交付単価は、別表に定めるとおりとし、事業費の４分の１以上を市町村が補助する事業

を対象とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、事業を実施しようとする農業者又は農業者等の組織する団

体の役員等が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該事業は、補助の対象

とならない。 
 一 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 
 二 次のいずれかに該当する行為（ロ又はハに該当する行為であって、法令上の義務の

履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。）をした者（継続的に又は反

復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。） 
イ 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、 
 情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規 
 定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団員を利用する行為 
ロ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りなが 

ら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益

若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為 
ハ 県の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手 
 方（法人その他の団体にあっては、その役員等）が暴力団員であることを知りな 
 がら、当該契約を締結する行為 

 三 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 
 

（交付申請） 

第３条 市町村長は、規則第３条の規定により補助金の交付を申請しようとするときは、

知事が定める期日までに千葉県耕作放棄地再生推進事業補助金交付申請書（別記様式第

一号）正副２部に要領に定める再生利用実施計画、誓約書及び役員等名簿を添付して知

事に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書を提出するときは、各事業実施主体について当該補助金に係る消費税仕

入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費

税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる

部分の金額と当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税

率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）がある

場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助

金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない事業実施主体については、この限りでない。 
 



（交付の条件） 

第４条 規則第５条の規定により附する条件は、次のとおりとする。 

一 事業内容の変更又は事業に要する経費の配分の変更（別表に定める軽微な変更を除

く。）をする場合は、知事の承認を受けること。 

二 事業を中止し又は廃止する場合においては、知事の承認を受けること。 

三 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難な場合においては、速

やかに知事に報告し、その指示を受けること。 

四 その他知事が必要と認める事項。 

 

 （承認申請） 

第５条 市町村長は、前条の規定により承認を受けようとするときは、千葉県耕作放棄地

再生推進事業補助金変更（中止・廃止）承認申請書（別記様式第二号）正副２部を知事

へ提出しなければならない。 

 

（状況報告） 

第６条 市町村長は、規則第１０条の規定により事業の遂行状況に関し報告しようとする

ときは、交付金の交付決定のあった年度の１２月３１日現在において作成した千葉県耕

作放棄地再生推進事業補助金遂行状況報告書（別記様式第三号）を、当該年度の１月  

１５日までに知事に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第７条 市町村長は、規則第１２条の規定により実績報告をしようとするときは、事業完

了の日から起算して３０日を経過した日又は交付金の交付の決定に係る年度の３月１０

日のいずれか早い期日までに、千葉県耕作放棄地再生推進事業補助金実績報告書（別記

様式第四号）正副２部を知事に提出しなければならない。 

２ 第３条第２項ただし書の規定により交付の申請をしたときは、前項の実績報告書を提

出するに当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、こ

れを補助金額から減額して報告しなければならない。 
３ 第３条第２項ただし書の規定により交付の申請をしたときは、第１項の実績報告書を

提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入

控除税額が確定した場合には、その金額（前項の規定により減額した事業実施主体につ

いては、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を消費税仕入控除税額報告書（別記

様式第五号）により速やかに知事に報告するとともに、知事の返還命令を受けてこれを

返還しなければならない。 
 

（是正のための措置） 

第８条 知事は、前条に規定する報告を受けた場合には、規則第１３条の規定により、是

正のための措置を命ずることがある。 

 

（交付の請求） 

第９条 市町村長は、規則第１５条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、

千葉県耕作放棄地再生推進事業補助金請求書（別記様式第六号）を知事に提出しなけれ

ばならない。 

 

（概算払の請求） 

第１０条 市町村長は、規則第１６条第２項の規定により補助金の概算払いを受けようと



するときは、千葉県耕作放棄地再生推進事業補助金概算払請求書（別記様式第七号）を

知事に提出しなければならない。 

 

（暴力団密接関係者） 

第１１条 規則第１７条第１項第３号の知事が定める者は、第２条第２項第二号又は第三

号に該当する者（補助事業を行う者が法人その他の団体である場合にあっては、その役

員等が同項各号のいずれかに該当する者である法人その他の団体）とする。 

 

（書類の経由） 
第１２条 規則又はこの要綱の規定により知事に提出する書類は、農業事務所の長を経由

して提出しなければならない。 
 

 

附 則 

この要綱は、令和元年度から令和３年度までの予算に係る補助金に適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 

事業の種目 経費 交付単価 軽微な変更 

千葉県耕作放棄地 

再生推進事業 

 

再生作業に 

要する経費 

 

 

 

賃借等により当該農地

を長期間にわたって耕

作する者が行う農地の

再生作業（障害物除

去、 廃棄 物処 理 、深

耕、整地、これらの作

業と併せて行う土壌改

良等）に要する経費 

 

[１号遊休農地] 

 

当該再生作業に要す

る経費の総費用が、 

10 アール当たり 

100，000 円相当以上

の場合において、 

 

市町村が事業費の４

分の１以上を補助す

る場合、県は当該事

業費の４分の１を補

助（当該事業による

再生作業で解消・再

生する農地が１号遊

休農地で、かつ１ヘク

タール以上であるとき

は、市町村が事業費

の４分の１以上を補

助する場合、県は当

該事業費の２分の１

を補助） 

 

 

 

 

事業費の 

30 パーセント 

以内の変更 

 

[２号遊休農地] 

 

当該再生作業に要す

る経費の総費用が、 

10 アール当たり 

40，000 円相当以上

の場合において、 

 

市町村が事業費の４

分の１以上を補助す

る場合、県は当該事

業費の４分の１を補

助 

 

 

 


